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関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所６階大会議室 

○議事日程 

 平成２９年６月８日（木曜日）午前９時００分 開議 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７） 議案第６号 農地の買受適格証明に対する意見について 

（８） 議案第７号 農地改良許可申請について 

 

 

○出席委員（３０名） 

  ２番 早川 誠一 君     ３番  佐藤 久雄 君     ４番 早川 清治 君 

６番 佐藤 善一 君    ８番 兼村 正美 君    ９番 石木 治男 君    

１０番 後藤 利彦 君   １１番 大澤 慶一 君   １２番 八木 豊明 君    

１３番 杉山 德成 君   １４番 村井 由和 君   １５番 山田 晴重 君 

１６番 亀山 浩  君   １７番 安田 孝義 君   １８番 篠田 泰道 君  

１９番 横井 文雄 君   ２０番 中島 利彦 君   ２１番 増井 賢一 君 

２２番 加藤政比古 君   ２３番 土屋 尊史 君   ２５番 野村 茂  君  

２６番 長屋 芳成 君   ２７番 日置 香  君   ２９番 相宮 千秋 君    

３０番 永井 博光 君   ３１番 岡田 忠敏 君   ３２番 伊佐地鐡夫 君  

３３番 川村 信子 君   ３４番 漆畑 和子 君   ３５番 岩田 幸子 君 

   

 

 

○欠席委員（２名） 

  １番 早川 英雄 君    ７番 清水 宗夫 君    

   

 

 

○委員以外の出席者 

 経済部長          永田 千春 君   農業委員会事務局長   西部 成敏 君 

 農業委員会事務局課長補佐  長屋 正彦 君   農業委員会事務局主任主査 田口 旭 君 

 洞戸事務所係長       山田 喜一 君   板取事務所係長     長尾 直志 君 

 武芸川事務所課長補佐    桜井 伸一 君   武儀事務所主任主査   丸山 典浩 君 

 上之保事務所主事      大野 千春 君 

  



- 2 - 

 

午前９時００分 開会 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）それでは、只今より農業委員会を始めさせていただきます。 

初めに、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

    （市民憲章を唱和） 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）ありがとうございました。ご着席ください。 

 佐藤会長よりご挨拶をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）私ごとではございますが、３月より入院生活を送り、委員の皆様方にはた

いへんご迷惑をお掛けいたしました。まだまだ体調も万全ではありません。公式な場は、３月か

ら初めてという事で、少し不慣れでご迷惑をお掛けすると思います。３年間一緒に働いて来まし

た皆さん方とは７月１９日までの残された１か月半程でございますが、４月の異動で新しく事務

局に参られました皆さん共々最後まで精一杯頑張らせていただくつもりでございます。また、新

聞に仲間の岡田委員さんが、春の叙勲で旭日小綬章を授章されました記事を読み、市のため農業

のために岐阜県のトップとして頑張られましたその功績に対しての褒章だと思いました。遅くな

りましたが、おめでとうございます。今後の活躍をご祈念いたします。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）続きまして、経済部長の永田がご挨拶申し上げます。 

○経済部長（永田千春君）本日は、事務局の勝手な都合で総会を１時間早めましたことをお詫び申

し上げます。昨日から梅雨入りをし、皆さまの農業の方も田植えもひと段落されたのかなと思って

おります。６月５日より定例議会も始まり、７月２０日からの新しい農業委員さんの任命について

議会の同意を得たところでございます。７月２０日には市長から辞令の交付をさせていただく予定

です。議会の方の代表一般質問では、農業委員制度の改革や農業振興施策についての通告をいただ

いております。私も答談をさせていただく予定ですので、是非議会にもご注目していただければと

思います。天候も不順な時期ですので、皆様方も体調には充分ご留意いただきまして、益々のご活

躍をお願いいたします。        

○事務局課長補佐（長屋正彦君）本日の、欠席委員のご報告をさせていただきます。 

１番早川英雄委員、７番清水委員の２名が欠席でございます。 

○議長（佐藤善一君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条により委員

の過半数の出席により総会は成立しています。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。４番早川清治委員、８番兼村委員のお二人にお願い

します。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について。農地法

第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。 

議案は１ページからになります。 

１番の案件 位置図は１ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内､富岡公民センターの南西２３０ｍほどに位置する農振農用地

区域外である登記地目田、現況地目畑２筆３２２㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡

大を図りたいというもの。譲渡人は、多忙のため農業の管理が困難なため、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すというもの。３番の案件と同時許可になります。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

２番の案件 位置図は２ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内､富岡公民センターの東３７０ｍほどに位置する農振農用地区

域外である登記地目田、現況地目畑４筆３３９㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大

を図りたいというもの。譲渡人は、遠方で耕作もままならず、放置すると雑草が繁るため、譲受人

の申し出に応じ譲り渡すというもの。 
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５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

３番の案件 位置図は３ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、肥田瀬地内､関中央病院の北東３８０ｍほどに位置する農振農用地

である田４，６７２㎡。使用借人は、申請地を借り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。 

使用貸人は、多忙によりすべての農地を適切に管理することが困難なため、使用借人の申し出に応

じ貸し付けるというもの。１番の案件と同時許可になります。 

  ５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

４番の案件 位置図は４ページ、５ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内､島集会所の南西２４０ｍほどに位置する農振農用地である田

２筆３，５７８㎡及び戸田地内、岐阜県魚苗センターの北西１８０ｍほどに位置する農振農用地で

ある田１，７６８㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、新規就農したいというもの。譲渡人の内１名

は、後見人が財産管理をしているが、農地の管理が困難なため、申し出に応じ譲り渡すといもの。

もう１名は、親から相続した土地であるが、遠隔地に住んでいるので、管理耕作が困難なため、譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

  ５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

５番の案件 位置図は６ページになります。 

所有権移転 申請地は、倉知地内､山崎公民館の南西１９０ｍほどに位置する農振農用地である田 

１，１８４㎡。譲受人は、農業経営の拡大を図りたく、申請地にかかる譲渡人の所有権と自己の小

作権との交換が合意に至ったというもの。譲渡人は、当該申請地にかかる譲受人の小作権と、自己

の所有権との交換が合意に至ったというものです。 

  ５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

６番の案件 位置図は７ページになります。 

所有権移転 申請地は、側島地内､側島公民館の北東５６０ｍほどに位置する農振農用地である田

３筆３，６２３㎡。及び公民館の北東２４０ｍほどに位置する農振農用地である畑３５３㎡。及び

農振農用地区域外である畑４００㎡。及び公民館の南西４０ｍほどに位置する農振農用地区域外で

ある登記地目山林、現況地目畑９２㎡譲受人らは、譲渡人の申し出に応じ、申請地を譲り受け、農

地の維持管理を図るというもの。譲渡人は、仕事の都合上、関市を離れることとなり、耕作距離が

伸び、耕作が困難なため、親族である譲受人４名に贈与するというもの。 

  ５月１９日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性有りと確認しています。 

７番の案件 位置図は８ページになります。 

所有権移転 申請地は、富之保地内､武儀東小学校の南２４０ｍほどに位置する農振農用地区域外

である田５０５㎡。譲受人は、譲渡人の申し出に応じ、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図り

たいというもの。譲渡人は、高齢になり農業経営が困難なため、農地を有効に活用してくれる譲受

人に譲り渡すというもの。 

  ５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの６件、使用貸借権の設定に関するもの１件につきまして、農地

法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしく

ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員から意見をお聞きします。 

○２番（早川誠一君）１番の案件について、譲受人は申請地の北側の宅地・家を購入されることに

なり、段差もありその宅地からしか入ることが出来ない畑を、宅地とセットで購入することになり

ました。譲受人は、下限面積を満たしていないため、３番の案件ですが、親戚より大きな田を借り

て、条件を満たして購入したというものです。宅地と畑の間には用水も通っております。その辺り

をしっかりしてもらえばということで、認めました。 

２番と４番については、異議ありません。 

○１８番（篠田泰道君）４番の案件について、他の委員とも話合いましたが異議ありません。 



- 4 - 

 

○１０番（後藤利彦君）５番の案件について、異議ありません。 

○１８番（篠田泰道君）６番の案件について、異議ありません。 

○１９番（横井文雄君）７番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の７件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意

見について。 農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

議案は５ページになります。 

１番の案件 位置図は、９ページになります。 

申請地は、上之保地内、船山谷川あらた橋の南東３６０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目 

畑一部宅地１３６㎡。申請人は、申請地の隣接に居住しており、申請地の一部を進入用道路として

使用している。また駐車場が手狭になったため、駐車場としたい。さらに宅地の北側については、

とても狭く、畑として利用できないため、庭としたいというもの。隣接農地の承諾書の添付があり

ます。 

５月１９日に現地確認をしたところ、一部宅地であったため始末書の添付があります。農地の区

分は、住宅、事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該

当するため、第２種農地と判断します。 

以上１件について、ご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○２３番（土屋尊史君）１番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意

見について。農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めます。 

 議案は６ページからになります。 

１番の案件 位置図は、１０ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋１丁目地内、東新公民センターの南南東２３０ｍほどに位置す

る田４４㎡。譲受人は、自宅敷地が手狭で、駐車場が狭いため、申請地を譲り受けて、駐車場とて

利用したいというもの。譲渡人は、親が亡くなり相続したが、相続税を支払うため、やむを得ず譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。      

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

２番の案件 位置図は、１１ページになります。 



- 5 - 

 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋１丁目地内、東新公民センターの南南東２３０ｍほどに位置す

る田４５㎡。譲受人は、自宅敷地が手狭で、駐車場が狭いため、申請地を譲り受けて、駐車場とて

利用したいというもの。譲渡人は、親が亡くなり相続したが、相続税を支払うため、やむを得ず譲

受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。      

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

３番の案件 位置図は、１２ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋土地区画整理事業施行地内、天神公民センターの南１８０

ｍほどに位置する登記地目畑２６３㎡、現況地目宅地、仮換地面積１９４㎡。譲受人は、現在、賃

貸住宅に居住しているが、手狭であるため、申請地を譲り受けて、一般個人住宅を建築したいとい

うもの。譲渡人は、申請地を分譲用宅地に造成したので、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというも

の。      

５月１９日に現地確認をしたところ、宅地と確認しています。農地の区分は、都市計画法の用途

地域内のため第３種農地と判断します。 

なお、本案件につきましては、平成２９年２月２８日付けで農地法５条の許可を受け、許可目的

を達成しているが、仮換地中のため登記地目が農地から宅地に変更できないため、今回申請するも

のであります。 

４番の案件 位置図は、１３ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内島集会所の西南西２７０ｍほどに位置する登記地目畑、現況

地目畑一部雑種地、２筆５６２㎡。譲受人は、不動産業を営む業者で、申請地を譲り受けて、太陽

光発電施設として利用したいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、農地として管理する

ことが困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。      

５月１９日に現地確認をしたところ、一部雑種地であったため、始末書の添付があります。 

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

５番の案件 位置図は、１４ページになります。 

所有権移転 申請地は、倉知地内倉知小学校の南西４５０ｍほどに位置する登記地目田、現況地

目畑２筆５６４㎡。譲受人は、不動産業を営む業者で、申請地を譲り受けて、宅地分譲敷地として

利用したいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、居住地が遠方であることから農業を続 

けることが困難であるため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

６番の案件 位置図は１５ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、倉知地内、下倉知公民館の西４４０ｍほどに位置する田２筆１，８

０７㎡。賃借人は、砂利採取業を営む業者で、申請地を借り受けて、砂利採取及び搬出搬入路とし

て利用したいというもの。賃貸人らは、賃借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。      

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

本件は一時転用で、賃貸借の期間は、許可日から１年６ケ月としています。 

７番の案件 位置図は、１６ページになります。 

所有権移転 申請地は、下有知地内長良川鉄道関市役所前駅の南西３３０ｍほどに位置する登記

地目田、現況地目畑３９６㎡。 

譲受人は、現在の賃貸住宅が手狭になったため、申請地を譲り受けて、一般個人住宅として利用

したいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、多忙により農地として適切に管理すること

が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。      

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 
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事業計画変更申請の１番の案件と同時許可になります。 

８番の案件  位置図は、１７ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内瀬尻小学校の南１６０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目 

畑６５０㎡の内３２５．２２㎡。 

譲受人は、申請地の近隣で、プラスチック金型設計・製作業を営んでおり、社用車を１０台保有

しているが、現在の駐車場では手狭なため、申請地等を譲り受けて、会社に駐車場として賃貸する

というもの。譲渡人は、相続により取得したが、居住地が遠方であることから農地として適切に管

理することが困難であるため、譲受人の申し出に応じ、申請地の一部を譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。  

９番の案件 位置図は、１８ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内 瀬尻小学校の南１６０ｍほどに位置する登記地目田、現況地

目畑６５０㎡の内３２３．６３㎡。譲受人は、現在の住宅が手狭になったため、申請地を譲り受け

て、一般個人住宅として利用したいというもの。譲渡人らは、８番の案件と同一で、譲受人の申し

出に応じ、申請地の一部を譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１０番の案件 位置図は、１９ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、広見地内東海環状自動車道関広見 ICの南東５００ｍほどに位置す

る田４３１㎡。使用借人は、現在、賃貸住宅に居住しているが、手狭であるため、義父から申請地

を無償で借り受けて、一般個人住宅として利用したいというもの。使用貸人は、使用借人である娘

婿の申し出に応じ貸し付けるというもの。  

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。賃貸借の期間は、許可日から４０年間としています。 

１１番の案件 位置図は、２０ページになります。 

所有権移転 申請地は、小屋名地内小金田中学校の南９０ｍほどに位置する田４０１㎡。        

譲受人は、不動産業を営む業者で、申請地を譲り受けて、分譲住宅として造成したいというもの。 

譲渡人は、耕作が困難であるため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１２番の案件 位置図は、２１ページになります。 

所有権移転 申請地は、側島地内側島公民館の北１５０ｍほどに位置する畑３０７㎡。譲受人は、

申請地より北西へ約１ｋｍの場所で、自動車板金塗装業を営む業者で、敷地に余裕がなく、修理車

の置き場が不足し大変苦労している。当該申請地の東側に工場もあることから、申請地を譲り受け

て、修理車置き場として利用したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すという

もの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

１３番の案件 位置図は、２２ページになります。 

所有権移転 申請地は、富之保地内武儀生涯学習センターの南西１９０ｍほどに位置する登記地

目田、現況地目雑種地２筆１１８．９１㎡。譲受人は、父より申請地の贈与を受けて、申請地と隣

接宅地と一体利用し、一般個人住宅として利用したいというもの。譲渡人は、譲受人である息子の

申し出に応じ譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。農地の区

分は、住宅、事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該
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当するため、第２種農地と判断します。 

１４番の案件 位置図は、２３ページになります。 

所有権移転 申請地は、上之保地内船山谷川横平橋の南東９０ｍほどに位置する田１２８㎡。 譲

受人は、申請地の隣接地で両親と同居しているが、現在の庭・駐車場が手狭なため、父より申請地

の贈与を受けて、一般個人住宅（庭・駐車場）として利用したいというもの。譲渡人は、多忙によ

り農地を適切に管理することが困難であるため、譲受人である娘の申し出に応じ譲り渡すというも

の。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。 

１５番の案件  位置図は、２４ページになります。 

所有権移転 申請地は、洞戸小坂地内小坂集会所の南東９０ｍほどに位置する登記地目畑、現況

地目雑種地６．６１㎡。譲受人は、申請地の隣接地で、セラミックの形成・加工業を営んでる業者

で、製品の積み下ろしのため、申請地を譲り受けて、運搬車両の駐車場として利用したいというも

の。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ、申請地を譲り渡すというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。農地の区

分は、住宅、事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１３件、使用貸借権の設定に関するもの１件、賃貸借権の設定に

関するもの 1 件、計１５件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○２番（早川誠一君）１番、２番、３番、４番の案件について、異議ありません。 

○１０番（後藤利彦君）５番、６番の案件について、異議ありません。 

○１１番（大澤慶一君）７番の案件について、異議ありません。 

○１３番（杉山德成君）８番、９番の案件について、異議ありません。 

○１４番（村井由和君）１０番の案件について、異議ありません。 

○１６番（亀山浩君）１１番の案件について、異議ありません。 

○１８番（篠田泰道君）１２番の案件について、異議ありません。 

○１９番（横井文雄君）１３番の案件について、異議ありません。 

○２３番（土屋尊史君）１４番の案件について、異議ありません。 

○２５番（野村茂君）１５番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の１５件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題といたします。事務局の説

明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について。農地転用許

可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。 

議案は１２ページになります。 

１番の案件 位置図は２５ページになります。 

所有権移転 事業者変更 申請地は、下有知地内長良川鉄道関市役所前駅の南西３３０ｍほどに

位置する登記地目田、現況地目畑３９６㎡。 当初事業計画者は、平成１０年５月２８日に５条許可

にて、一般個人住宅を計画したが、経済的事情により計画が滞る中、当初事業者が死亡し、相続人
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も経済的事情により事業ができないというもの。変更後の事業計画者は、現在の住まいが手狭であ

るため、継承人より申請地を譲り受けて、一般個人住宅として利用したいというもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

５条申請の７番の案件と同時許可となります。  

以上１件のご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１１番（大澤慶一君）１番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号 農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められた

ので、意見を求めます。 

議案は１３ページからになります。 

賃貸借権の設定に関するものについて、更新６筆、４件。新規１筆、１件の承認を求められてお

ります。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地目は、田

が、４筆３，７７８㎡、畑が、２筆３，４３２㎡。地区は、武芸川町跡部、宇多院、東田原、側島

地区の４地区。設定を受ける方、(有)むげがわ農産外３者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。  

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号について、原案のとおり承認することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

それでは、議案第５号の５件について、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第６号農地の買受適格証明に対する意見についてを議題とします。事務局の説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第６号 農地の買受適格者証明に対する意見について。民事執

行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買受適格証明願いがあったので、意見を求めます。 

議案は１４ページになります。 

１番の案件 位置図は、２６ページになります。申請地は、武芸川町八幡地内、武芸川事務所の

南東１４０ｍほどに位置する農振農用地区域外である畑２２４㎡、田６６３㎡。申請人は、競売地

を取得して、農業経営の拡大をしたいというもの。競売の入札期間は、平成２９年７月４日から７

月１１日までです。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性有りと確認しています。 

２番の案件 申請地は、１番の案件と同じであります。申請人は、競売地を取得して、太陽光発 

電施設として利用したいというもの。 

３番の案件 申請地は、１番の案件と同じであります。申請人は、競売地を取得して、太陽光発 
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電施設として利用したいというもの。 

４番の案件 申請地は、１番の案件と同じであります。申請人は、競売地を取得して、太陽光発 

電施設として利用したいというもの。 

 以上４件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第６号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第６号の４件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第７号 農地改良許可申請についてを議題とします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第７号 農地改良許可申請について。農地改良指導要綱の規定

により、下記の農地の申請がありましたので、審議を求めます。 

 議案は１５ページになります。 

１番の案件 位置図は、２７ページになります。 

申請地は、下白金地内、下白金公民センターの南西１４０ｍほどに位置する農振農用地区域外で

ある田１６３㎡。申請地は、敷高が周囲より低いため、降雨後は水か溜まり大変苦労している中、

第三者より耕作可能な良質な土搬入の打診があったため、申し出を受け、周囲と同じ敷高となるよ

う１m 埋め立てし、畑地とするもの。 

５月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地改良の期間は、許

可日より１か月としております。 

 以上１件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員から意見をお聞きします。 

○１７番（安田孝義君）１番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第７号について、原案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第７号の１件を原案のとおり許可することといたします。 

以上で議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長屋正彦君）次回総会は、７月７日（金）午前１０時から、同会議室で行いま

す。 

○議長（佐藤善一君）質問等ある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君）個人でドローンを使ってサル等を追い払った場合に、鳥獣害の補助金で半

額とか５万円とか出ないか要望です。 

○事務局長（西部成敏君）ドローンにつきましては、今回の一般質問でも出ておりまして補助金が

ないかという事で、県と市に補助金はあります。ただし、ドローンの種類によっては、許可を取る

のが難しいということです。大きくなりますと、研修を受けたりしなければならない。そういう事

を周知していただき、それでもという事なら今後進めていきたいと思いますが、来年度の予算から

になりますし、こちらでまた検討していきます。 

○議長（佐藤善一君）それでは、委員さんの中で次の任期も続けてやっていただける方が１０名おみえ

になります。１９名の農業委員の中に１０名の方が現職という事ですので、またスムーズな運営をして
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いただけることを期待しておりますし、それぞれ力を発揮していただきますようお願いいたします。こ

れをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１０時６分 閉会 

 

 

  

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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